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第５章 計画の推進 

１ 推進体制 

子育て支援、教育などを所管する庁内関係部局や、福祉の担い手となる様々な主体と

協働して、本計画の施策を総合的に推進していきます。また、学識経験者、障害当事者、

障害者団体や関係機関などで構成される仙台市障害者施策推進協議会により監視等を

実施していきます。 

 

２ 各主体の役割 

（１）行政（仙台市） 

 国や宮城県、関係機関と協調し、様々な主体と連携することで、支援のネットワーク

を強化し、障害のある方が地域で安心して生活できる仕組み作りを推進していきます。 

 

（２）障害者団体・事業所 

 団体や事業所間の連携を深めることで、生活の支援や当事者活動の一層の促進を図り、

障害のある方の自立と社会参加を推進していくことが期待されます。 

 

（３）企業 

 障害のある方の雇用の拡大を図るとともに、地域や社会を構成する一員として、障害

のある方が住みやすい地域や社会づくりへの取り組みが期待されます。 

 

（４）地域 

 地域における市民、団体、企業などのつながりが強くなることで、障害があっても安

心して暮らすことができる環境づくりに結びつくことが期待されます。 

 

（５）市民 

 市民の障害理解が一層進み、正しい理解と意識を持って、障害のある方もない方もと

もに暮らす社会の実現に向けて努力していく必要があります。 
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３ 計画の普及・啓発 

 本市のホームページへの掲載や各区役所での配布など、本市の障害者施策の考え方や

内容について、広く市民に周知してまいります。また、点字版、テキスト版、平易版な

どを作成することで、障害により情報を得ることが難しい方に対する情報保障を充実し

ていきます。 

 

４ 計画の達成状況の点検及び評価 

 計画に盛り込んだ事業、到達目標及び見込量については、定期的に実績を把握し、そ

の達成状況を検証したうえで、毎年度、仙台市障害者施策推進協議会に報告し公表する

ものとします。当協議会においては、計画に係る監視・調査・分析・評価を行い、この

結果に基づいて所要の対策を検討・実施していきます。 

また、平成 32年度に障害者保健福祉計画の中間評価を行い、今期計画期間中の実績

や、法改正など社会環境の変化に伴う見直しを実施します。 

 


